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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に迅速に対応でき、経営の透明性が確保される経営管理体制を構築することをコーポレート・ガバナンスの基本的な考
え方としております。経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会を重要事項の意思決定及び業務執行状況の監督を行う機関と位置付け、
迅速な意思決定を推進してまいります。また、経営の透明性の確保については、コンプライアンス及びリスク管理体制の強化並びに適時開示の徹
底等に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社はJASDAQ上場会社として、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社光通信 1,909,300 29.77

株式会社日本ビジネス開発 1,753,200 27.34

西川　猛 1,443,900 22.51

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224 484,400 7.55

ソフトバンク株式会社 238,500 3.72

株式会社ブロードピーク 127,000 1.98

光通信株式会社 63,500 0.99

STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 25,000 0.39

パーソルマーケティング株式会社 15,900 0.25

GOVERNMENT OF NORWAY 15,900 0.25

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・上記【大株主の状況】の「所有株式数」は、2020年6月30日現在の株式数であります。
・上記【大株主の状況】の「割合」は、発行済株式総数から自己株式を控除した株式数に対する所有株式数の割合であります。
・当社は、自己株式を318,997株保有しておりますが、上記【大株主の状況】からは除外しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 12 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上



直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

高須 武男 他の会社の出身者

秋田 芳樹 他の会社の出身者

大西 利佳子 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

高須 武男 ○ ―――

上場会社の経営者として経営全般にわたる豊
富な経験と知見を有しており、この経験等を当
社の経営に活かしていただくため、社外取締役
として選任しております。なお、東京証券取引
所が定める独立性基準並びに当社が定める社
外役員の独立性に関する基準に抵触しておら
ず、一般株主と利益相反が生じるおそれはな
いものと判断し、独立役員に指定しておりま
す。

秋田 芳樹 ○ ――― 公認会計士やコンサルティング会社代表取締
役としての豊富な経験と知見を有しており、こ
の経験等を当社の経営に活かしていただくた
め、社外取締役として選任しております。なお、
東京証券取引所が定める独立性基準並びに
当社が定める社外役員の独立性に関する基準



に抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じ
るおそれはないものと判断し、独立役員に指定
しております。

大西 利佳子 ○ ―――

金融機関での業務経験や人材紹介会社代表
取締役としての豊富な経験と知見を有してお
り、この経験等を当社の経営に活かしていただ
くため、社外取締役として選任しております。な
お、同氏が代表取締役を務める株式会社コトラ
と当社との間には、過去に人材紹介に関する
契約に基づく取引がありましたが、その取引の
金額はごく小さなもので、一般的な取引条件と
同様に決定しておりました。なお、現在におい
ては、同社との取引関係はありません。従っ
て、東京証券取引所が定める独立性基準並び
に当社が定める社外役員の独立性に関する基
準に抵触しておらず、一般株主と利益相反が
生じるおそれはないものと判断し、独立役員に
指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人から会計監査の監査方法及び監査結果等について定期的に報告を受け、また必要に応じて随時情報交換することで相互
に連携を図っております。
監査役と監査部は、必要に応じて随時情報交換することで相互に連携を図っております。また、常勤監査役が監査部から内部監査報告を受ける
ことにより、監査役監査の充実に努めております。
監査部と会計監査人は、監査部の実施した内部監査結果等について、情報交換及び意見交換することで緊密な連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

敦谷 敬一 他の会社の出身者

山川 隆久 弁護士 ○

佐藤　誠 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目
※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）



j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

敦谷 敬一 ○ ―――

会社の経営に関与された経験はありません
が、金融機関勤務を通して培った豊富な知識と
経験を有しており、その知識と経験を当社の監
査に活かしていただけることを期待し、社外監
査役として選任しております。なお、東京証券
取引所が定める独立性基準並びに当社が定
める社外役員の独立性に関する基準に抵触し
ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれ
はないものと判断し、独立役員に指定しており
ます。

山川 隆久 ○ ―――

弁護士として培ってきた法的な専門知識と経験
を有しており、その知識と経験を当社の監査に
活かしていただけることを期待し、社外監査役
として選任しております。なお、同氏は当社の
法律顧問であり、当社より弁護士報酬を支払っ
ておりますが、一般的な取引条件と同様に決
定しております。従って、東京証券取引所が定
める独立性基準並びに当社が定める社外役員
の独立性に関する基準に抵触しておらず、一
般株主と利益相反が生じるおそれはないもの
と判断し、独立役員に指定しております。

佐藤　誠 ○ ―――

他の会社の経営者としての豊富な経験と高い
見識を有しており、その経験と見識を当社の監
査に活かしていただけることを期待し、社外監
査役として選任しております。なお、東京証券
取引所が定める独立性基準並びに当社が定
める社外役員の独立性に関する基準に抵触し
ておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれ
はないものと判断し、独立役員に指定しており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
なお、当社が定める社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであります。

≪社外役員の独立性に関する基準≫
当社の社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という。）、又は社外役員候補者が以下のいずれにも該当しない場合には、独立性を有し
ているものと判断いたします。
（１）当社の現在の主要株主、又は当該主要株主、その親会社若しくは重要な子会社の取締役等
（２）当社が現在主要株主である会社の取締役等
（３）当社及び子会社（以下、「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者
（４）当社グループを主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（５）当社の主要な取引先である者
（６）当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（７）当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている者
（８）当社グループから一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（９）当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社、その親会社若しくは子会社の取締役等
（１０）現在当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士（若しくは税理士）又は監査法人（若しくは税理士法人）の社員、パート
ナー又は従業員である者
（１１）当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタ
ント等
（１２）当社グループから、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・
ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（１３）上記（１）、（２）、（９）に過去5年間において該当していた者
（１４）上記（３）－（８）、（１０）に過去3年間において該当していた者
（１５）上記（１）－（１４）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族



≪注≫
１．（１）及び（２）において、主要株主とは、10％以上の議決権を保有する株主をいう。
２．（１）、（２）及び（９）において、取締役等とは、取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人をいう。
３．（３）及び（４）において、「当社グループを主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売
上高の2％以上の支払いを当社グループから受けた者（又は会社）」をいう。
４．（５）及び（６）において、「当社の主要な取引先である者（又は会社）」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の2％以上の支払
いを当社に行っている者（又は会社）、直近事業年度末における当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している者（又は会社）」をいう。
５．（７）、（８）及び（１１）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
６．（１２）において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人等の総売上高の2％以上又は3,000万円のいずれか高い方」であることをいう。

以上

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社の取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、現時点では短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ給や自社株報
酬は採用しておりません。取締役の固定報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバ
ランスを考慮して総合的に決定しており、毎年の報酬決定に際しては、短期又は中長期の業績動向を勘案しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

役員区分ごとの報酬等の総額については開示しており、2019年12月期に取締役及び監査役に支払った役員報酬の額は、以下のとおりでありま
す。

取締役 7名 62,400千円（うち社外取締役3名 14,400千円）
監査役 4名 17,800千円（すべて社外監査役）　
※監査役の役員報酬の額には、2019年3月26日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の報酬を取締役会で決定しております。取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、現時点では短期又は中長期の
業績と直接連動するインセンティブ給や自社株報酬は採用しておりません。取締役の固定報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内
容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを考慮して総合的に決定しており、毎年の報酬決定に際しては、短期又は中長期の業績動
向を勘案しております。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。監査役は、取締役の職務執行を監査する独立的な立場であることに鑑み、固定報酬と
して支給しております。
上記に係る役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりません。
1997年3月25日開催の第4回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額80,000千円以内、また、別枠で2013年3月27日開催の第20回定
時株主総会において、ストックオプション報酬限度額を年額80,000千円以内として決議しております。
1997年3月25日開催の第4回定時株主総会において、監査役の報酬限度額を年額20,000千円以内として決議しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

当社は、社外取締役又は社外監査役を補佐する担当部署又は担当者を定めておりませんが、社外取締役又は社外監査役から、業務執行状況
や会議日程等の問合せ、議事録・稟議書の閲覧その他監査の要請等があった場合には、その都度、社内取締役、管理本部又は必要に応じて関
係部署が対応することとしております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】



元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社には該当者はおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役会設置会社、監査役会設置会社であります。

（１）取締役会及び取締役
　　取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催しております。提出日現在、当社の取締役会は3名の独立社外取締役を含めた7名の取締役
　（代表取締役社長 西川猛（議長）、古川等、石川洋、尾登知範、髙須武男（独立社外取締役）、秋田芳樹（独立社外取締役）、大西利佳子（独立
　社外取締役））により構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。

（２）監査役会及び監査役
　　提出日現在、当社の監査役会は1名の常勤監査役を含む3名の独立社外監査役（常勤監査役 敦谷敬一（議長）、山川隆久、佐藤誠）により構
　成されております。3名の監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し適宜意見を述べるほか、監査役監査を実施し、取締役の業務執行を監
　視できる体制となっております。また、会計監査人及び内部監査を担当する監査部と密接な連携を図ることにより、監査機能の強化を図っており
　ます。

（３）幹部会議
　　当社では、代表取締役を含む常勤取締役、常勤監査役及び幹部社員で構成する幹部会議における報告・討議等に基づき、それぞれ業務を執
　行しております。幹部会議は、原則として毎月開催し、その事務局は経営企画部が担当しております。ただし、重要事項については、取締役会に
　報告・付議し、その審議を経て業務を執行することとしており、取締役会が業務執行状況の監督をしております。

（４）コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会
　　当社は、経営に重要な影響を与えるコンプライアンス及びリスク管理上の問題を検討し解決するため、代表取締役社長を委員長とするコンプ
　ライアンス及びリスク管理に関する委員会を設置しております。同委員会は当社のコンプライアンス規程及びリスク管理規程に定められた指針
　に準拠した適切な対応策を協議のうえ、取締役会への提言・報告を行っております。

（５）監査部
　　当社は、内部監査部門として、監査部を設置しており、内部監査担当の人員は8名であります。監査部は年間監査計画に従って内部監査を実
　施し、監査役及び会計監査人と相互に連携を図っております。

（６）会計監査人
　　当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、同法人が監査を実施しています。2019年12月期において監査業務を執行した　
公認会計士は、指定有限責任社員・業務執行社員　池田敬二氏、川村英紀氏であり、監査業務に係る補助者は、同法人の監査計画に基づき、　
公認会計士5名及びその他2名で構成されております。

（７）責任限定契約の内容の概要
　　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠
　償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判
断し、監査役会設置会社を採用しており、その経営監視機能を補完するために独立社外取締役複数名を選任し、取締役に対する実効性の高い
監督体制を構築しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

当社は、株主様が株主総会議案の十分な検討期間を確保できるように、株主総会招集通知の
早期発送に務めております。
なお、2019年12月期の株主総会招集通知は、法定期日より1週間以上前（株主総会開催日の3
週間以上前）に発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定
当社は、より多くの株主様が株主総会に出席できるように、株主総会開催日はいわゆる株主
総会集中日を避けて設定するよう努めております。 
なお、2019年12月期の株主総会は、2020年3月24日に開催いたしました。

その他
当社は、株主様が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるように、招集通知
発送前に東京証券取引所への開示並びに当社ホームページ（URL：https://www.bellpark.co.j
p/ir.html）への掲載を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページ（URL：https://www.bellpark.co.jp/ir/_1292.html）に「ディスク
ロージャー・ポリシー」を掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

直近１年間に開催いたしました説明会は、2020年2月13日開催の2019年12月
期決算説明会（出席役員：代表取締役社長 西川 猛・取締役営業本部長 古川 
等・取締役管理本部長 石川 洋・取締役営業本部副本部長 尾登 知範、説明
内容：2019年決算ハイライト・2019年取組み・2020年計画・株主還元など、参加
者の属性・数：アナリスト2名・証券会社営業4名・業界紙等記者1名・IR会社等4
名・銀行関係者7名・その他1名・計19名）、並びに2020年8月6日開催の2020年
12月期第2四半期決算説明会（出席役員：代表取締役社長 西川 猛・取締役営
業本部長 古川 等・取締役管理本部長 石川 洋・取締役営業本部副本部長 尾
登 知範、説明内容：新型コロナウイルス感染症拡大の影響・2020年上期決算
ハイライト・通期計画・株主還元など、参加者の属性・数：アナリスト5名・ファン
ドマネージャー2名・証券会社営業1名・業界紙等記者3名・IR会社等5名・銀行
関係者2名・その他1名・計19名）であります。なお、2020年8月6日開催の説明
会は、新型コロナウイルスの感染拡大防止を第一とし、LIVE配信による方法に
より開催いたしました。

あり

IR資料のホームページ掲載

投資家向け情報として、決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証券
（四半期）報告書、招集通知、決議通知、ビジネスレポート、及び決算説明会資
料等を、当社ホームページ（URL：https://www.bellpark.co.jp/ir.html）に掲載し
ております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署：経営企画部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社の「バリュー」及び「コンプライアンスコード」において、ステークホルダーの立場の尊重につ
いて定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、当社のバリューの一つである「私たちは、お客様や従業員、取引先、株主および地域
社会などのステークホルダーとの相互繁栄に取り組み続けます。」に基づき、 持続可能な社会
の実現に向けて「環境負荷の低減」、「事業活動を通じた社会貢献」、「ダイバーシティ・ワークラ
イフバランス」、「組織統治」への取り組みを進めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、「ディスクロージャー・ポリシー」及び「情報開示規程」を定め、公平かつ適時・適切な情
報提供について定めております。

その他



＜女性の活躍の方針・取組等について＞
■女性管理職の育成
当社従業員全体に占める女性の割合は47.0％（2019年12月末時点）であり、当社が今後も成長
を続けるためには女性の活躍が必要不可欠であると認識しております。採用や昇格等あらゆる
ステージにおいて、性別に区分なく実力や成果に応じた評価を行っております。
当社では、「女性育成プロジェクト」を発足させ、女性管理職の育成を推進しております。「女性
育成プロジェクト」では、管理職の女性が講師となり、ディスカッション・グループワーク形式で、
「チームづくりとリーダーシップ」、「人材育成」、「産育休制度の活用」等をテーマとしたカリキュラ
ムを実施し、キャリアアップを目指す女性従業員を支援しております。

役員・従業員に占める女性の人数及び割合（2019年12月末現在）
　役員（社外取締役・監査役含む）　全体数：10名、うち女性：1名、割合：10.0％
　従業員　　　　　　　　　　　　　　　　 全体数：1,873名、うち女性：880名、割合：47.0％
　　（うち、管理職）　　　　 　　　　　 　 （全体数：80名、うち女性：9名、割合：11.3％）
　　（うち、店長・副店長）　 　　　　 　 （全体数：550名、うち女性：179名、割合：32.5％）

■仕事と育児の両立支援
【産育休の取得促進】
妊娠した従業員に対し、産育休を経験した従業員が店舗責任者を交えた三者面談を実施し、産
育休取得に対する不安払拭と働き方の変化への現場理解を促すことで、産育休を取得しやす
い環境づくりに取り組んでおります。

【育休後の復職支援】
復職した従業員の子育てを支援するため、保育料の一部を負担する「保育手当」を支給しており
ます。また、育児時短勤務を希望する従業員に対して、「育児介護休業法」により定められる期
限を超えて、子が4歳に達するまで利用可能としております。（「育児介護休業法」では子が3歳
に達するまで育児時短勤務が可能）

上記取り組みに加え、店舗に復職した従業員が安心して働き続けられるよう、2018年10月に「ベ
ルパークなでしこプロジェクト」を立ち上げ、復職した従業員だけでなく同じ職場で働く従業員の
立場も踏まえたサポート策についても検討しております。

産育休の取得者・育休からの復職者・保育手当の支給対象者の人数（2019年12月末現在）
　産育休の取得者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67名
　育休からの復職者(2019年1月から12月)　　　　　62名
　保育手当の支給対象者　　　　　　　　　　　　　　　 40名



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は、以下のとおりであります。

１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（１）コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役を引き続き選任する。
（２）コンプライアンスの確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を
図る。
（３）重要な業務執行については、取締役会に引き続き付議又は報告するものとする。
（４）独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。
（５）倫理規程及びコンプライアンス規程の遵守を当社役員及び使用人に徹底する。
（６）コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
（７）各部署にコンプライアンス担当者を配置し、コンプライアンスに関する施策の実施、相談ラインの確保等に努める。
（８）内部監査規程に基づき、法令遵守の観点から業務監査を行う。
（９）業務執行部門から独立した部門である監査部による内部監査を引き続き実施する。
（１０）各取締役が法令又は定款に違反する事実を発見したときには、取締役会において当該事実に関する報告を行わなければならないものとす
る。
（１１）必要に応じて、役員及び使用人に対する研修を実施する。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（１）文書管理規程に基づき、次の文書（電磁的記録を含む）について関連資料とともに同規程に定める期間保存・管理する。
　　　株主総会議事録　　　永久保存
　　　取締役会議事録　　　10年間保存
　　　幹部会議事録　　　　 10年間保存
　　　計算書類　　　　　　　 10年間保存
　　　稟議書　　　　　　　　　10年間保存
（２）前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を同規程により定める。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（１）適切なリスク管理の確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外取締役を引き続き選任する。
（２）適切なリスク管理の確立に必要な知識と経験を有し、会社から独立した社外監査役を引き続き選任するとともに、監査役の監査環境の整備を
図る。
（３）独立した会計監査人による会計監査を引き続き実施し、会計の適正化を図る。
（４）倫理規程の遵守を当社役員及び使用人に徹底する。
（５）コンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
（６）業務執行部門から独立した部門である監査部による内部監査を引き続き実施する。
（７）各取締役が会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、取締役会において当該事実に関する報告を行わなければなら
ないものとする。
（８）必要に応じて役員及び使用人に対する研修を実施する。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制
（１）当社の取締役会は、経営に関わる重要な事項の審議及び意思決定並びに経営全般に対する監督を行う。
（２）当社の取締役は、取締役会が定める組織規程及び職務権限規程に基づき、所管する業務を執行する。

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（１）当社は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営成績その他の重要な事項について、当社へ定期的に報告を求める。
（２）当社の取締役会は、関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営に関わる重要な事項を審議及び意思決定する。
（３）当社子会社の取締役は、当社子会社の社内規程に基づき、所管する業務を執行する。
（４）当社は、経営理念及び企業行動指針に基づき、当社及び当社子会社のコンプライアンス体制の構築に努める。
（５）当社子会社のコンプライアンス及びリスク管理に関する委員会の委員に社外弁護士を引き続き任命する。
（６）必要に応じて、当社子会社の役員及び使用人に対する研修を実施する。
（７）当社の監査部は、当社子会社に対して定期又は臨時に業務監査を行う。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
　当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会において監査役との意見交換を行い、必要に応じ、使用
人を配置する。

７．監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助すべき使用人については、取締役からの独立を確保するため、監査役の指揮命令に服するものとし、その職務執行に関連
して、人事評価、異動、懲戒等において不利益な扱いがなされないものとする。

８．当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他監査役への報告に関する体制
（１）監査役は当社及び当社子会社の取締役会その他の重要な会議において、経営及び業務上の重要な事項の報告を受けるものとする。
（２）監査役が必要に応じ業務執行に関する事実の報告を求めたときは、当社及び当社子会社の取締役は自ら報告し、又は使用人に報告させな
ければならないものとする。
（３）当社及び当社子会社の取締役及び監査部の長は、法令若しくは定款に違反する事実又は会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発
見したときは、その事実を監査役に報告しなければならないものとする。
（４）監査部の長は、監査役に対して当社及び当社子会社の内部監査結果を報告する。

９．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
　監査役へ上記８の報告をした当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取
扱いを行うことを禁止する。

１０．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項



　当社は監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。

１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（１）代表取締役は監査役と定期的な意見交換の場を設け、会社運営に関する意見の交換のほか意思の疎通を図る。
（２）当社は、効果的な監査業務の遂行のため、監査役と監査部との連携を図る。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　　当社は、市民社会の秩序又は安全に脅威を与える反社会的勢力と一切の関係を遮断することを基本方針とする。
（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況
　　リスク管理部を対応統括部署とし、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士、外部専門会社等の外部専門機関と連携を深め、反社会的勢力
への対応に関し、協力又は支援を得ることとする。また、リスク管理部において、対応マニュアルの整備を進めるとともに、役員及び使用人への周
知徹底を図るため、適宜コンプライアンス研修を実施する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

－

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、会社情報の適時開示を行うために、総務及び財務・経理を担当する取締役管理本部長を情報取扱責任者と定めております。当社の会社
情報は、社内幹部会議等を通じて情報取扱責任者に報告・集約され、情報取扱責任者、並びに総務部門、財務経理部門及び経営企画部門の各
責任者において重要性等の検討・協議を経て、情報取扱責任者が開示を行っております。
なお、決定事実及び決算情報等については取締役会の審議・承認を経て、情報取扱責任者が開示を行っております。また、発生事実について
は、発生後、代表取締役に報告され、遅滞なく情報取扱責任者が開示を行っております。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主総会 

取締役会 

（意思決定・監督） 
監査役会 

取締役社長 

（コンプライアンス担当） 

幹部会議 

各部署 

監査 

連携

コンプライアンス及び 

リスク管理に関する委員会

（主管部署：リスク管理部） 

監査部 

業務執行機関

社外弁護士 

付
議
・
報
告

選
任
・
監
督

選
任
・
解
任 

選
任
・
解
任 

選
任
・
解
任 

提
言
・
報
告

委
員
任
命

委
員
任
命

報
告

報
告

監
査

報
告

連
携

監
査

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
相
談
ラ
イ
ン

指導・助言・委員

会
計
監
査 

連
携

会計監査人 
報告

報告

報告


	コーポレートガバナンス報告書　※模式図結合前.pdf
	コーポレートガバナンス模式図

